
様式1　数値目標・個別政策　　　　　令和６年度 環境基本計画進捗状況点検調書　　行政の取組み

様式１　環境基本計画進捗状況点検調書【基本目標（数値目標・個別の取組み)】　　評価　　Ａ：１００％　　　　Ｂ：５０～１００％未満　　　　Ｃ：０～５０％未満　　　　Ｄ：未実施 評価　　Ａ：１００％　　　　Ｂ：５０～１００％未満　　　　Ｃ：０～５０％未満　　　　Ｄ：未実施

担当課

29 30 1 2 3 4 5 6 達成状況（数値） 取組状況 29 30 1 2 3 4 5 6 取組状況

1 環境課

○定期的な地下水
位の観測や水質調
査を実施する。

○足柄上地区地下水保全連絡
会議（１市５町で構成）におい
て、神奈川県水源環境保全・再
生市町村補助金を活用して地
下水モニタリング調査（地下水
位・水質調査）を実施した。

○町内の河川・水路の水質調
査を実施した。

○引き続き、定期的な観測
及び調査を行うとともに、地
下水を利用する企業の立地
の影響などを観測結果から
分析していく必要がある。

○浄化槽の所管は県福祉事
務所になるが、特段の問題
は発生しなかった。

○問題を確認した場合は所
管の県へ情報を提供していく
必要がある。

衛生組合施設の改修計画に
ついて、関係自治体と検討を
進めた。

○引続き広域的視点と需要
の変動を見極めて、関係自
治体と検討を行う必要があ
る。

3 都市整備課

○水辺植物の植栽
などによって、水路
の水質浄化を図
る。

○雨水浸透施設の
設置を促進するこ
とにより、地下水か
ん養を図る。

○水路工事を行う際に、水質
浄化を図る水路整備も検討
したが、実施できる箇所がな
かった。
　
○開発行為の審査時や建築
確認の経由時に、雨水浸透
桝の設置を指導した。

○計画的な水路整備を行
う。周辺の環境に合わせた
整備、水質浄化の方法を引
き続き検討する。

○雨水浸透桝の設置につい
て、引き続き指導を継続して
いく。

3

公園ボランティア登録数を
増やす。

(平成27年度 6団体(人)→
 平成36年度 16団体(人))

都市計画課 10 12 14 15 20 21 26 25 25

○広報や町ホームページにて
ボランティア募集を行った。

○登録しているボランティアへ
の研修会を開催した。

B Ａ A A A A A A

ボランティアの拡大を図ると
ともに、登録をいただいた協
働相手の活動内容を把握
し、適切かつ継続的な支援
を行う必要がある。
平成２９年度から実施してい
る研修会について、継続実
施する。

4 都市計画課

○官民協働によ
り、身近な緑の保
全・創出に努める。
①公園や街路樹な
どの緑の保全や創
出を図るとともに、
屋敷林の保全に努
める。
②協働により身近
な緑を保全するた
め、公園ボランティ
ア制度の充実を図
るとともに、街路樹
の里親制度を検討
する。
③緑地の創出を図
るため、開発指導
による緑地の確保
を図る。
④街路樹や植樹帯
の整備による道路
の緑化、自然豊か
な公園整備に努め
る。
⑤緑の空間として
の公園や緑地を維
持するため、適切
な維持管理を行う。

○公園と道路緑地ボランティ
アの登録を促進するため、
ホームページ等で広報すると
ともに登録者の活動状況を
確認し物品支給により支援を
した。

○開発指導における緑地の
確保について、町の開発指
導要綱に則り適切に指導し
た。

○道路緑化事業として街路
樹の維持管理（夏季・秋季）
を行い、緑地の保全を図っ
た。

○公園の樹木について、剪
定を定期的に実施し適切な
維持管理を行った。

○ボランティアの募集を継続
するとともに、適宜、研修会
による知識習得の場を設け
るなど、ボランティアへの継
続的な支援を行う。

○道路緑地の管理、公園等
の樹木管理については、適
切に維持管理するよう引き
続き努めていく。

今後の課題 担当課 行政の取組み
令和６度  年間

今後の課題
評価

基本目標
取組みの

方針

数値目標 個別の取組み

達成目標
過去の達成状況 令和６度  年間

評価
過去の評価

1173 1037 統計なし 統計なし 統計なし 統計なし
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方針１
豊かな水を

守ろう

1

単独浄化槽（事業者含
む）件数を８％減らす。

（平成27年度1,307件⇒
平成36年度1,202件）

環境課 1193

2

し尿処理件数を８％減ら
す。

（平成27年度86件⇒
平成36年度79件）

環境課 86

D

○浄化槽の件数の把握はで
きないが、年２回実施してい
る水質検査で継続して河川
環境への影響を把握していく
必要がある。 A

2 環境課

○下水道処理区域
外における合併処
理浄化槽の整備と
適切な維持管理を
促進する。

○足柄上衛生組合
の施設の適正な運
営を推進する。

A

統計なし

Ｒ２～統計なし
浄化槽を管轄する県において
台帳未整備のため信頼できる
数値の提供が期待できないこ
とによるもの。
○単独浄化槽は、法律上浄化
槽として認められなくなり「みな
し浄化槽」という扱いになって
おり、新設することはできな
い。

A Ａ A D

○仮設トイレ等による汲み取
りは常に一定数あり、一般家
庭のし尿処理件数は減少傾
向にある。全体的に減少傾
向にあるが、今後も適正な
管理の継続が必要。

A

C

47

下水道処理区域外において汲
取り便槽・単独浄化槽からの
合併処理浄化槽への転換を
進めるための補助金（国1/3、
県1/3、町1/3）は補助対象者
が少ないことから令和3年度を
もって廃止した。

B Ａ A A

D

AA A A A78 76 71 67 61 52

方針２
周辺環境、自

然に配慮したま
ちづくりを進め

よう

A A

統計なし

47

D D D
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4

あじさいの里親登録数を
増やす。

 (平成27年度 34団体→
平成36年度 38団体)

産業振興課 37 35 32 36 36 36 38 38 38

年間を通じて、あじさいの維持
管理（草刈り・剪定時等）にお
いて、里親に書面で通知し、
状況に応じて個別に登録者の
意見・要望を伺っている。

B Ｂ C B B B A A

各種イベント時（あじさいまつ
り等）にPRを行い、広く周知
を行っていくこと。

5 産業振興課

○官民協働による
身近な緑の保全・
創出に努める。
①町の魅力を高め
るため、観光資源
である「あじさい」の
適切な維持管理に
努める。
②あじさいの里親
制度の拡充によ
り、協働による「あ
じさい」の維持管理
を推進する。

○町の貴重な緑地
である農地の保全
に努める。
①まとまりのある一
団の優良農地の保
全を図る。
②環境保全型農業
の推進と水田景観
の保全に努める。

年間を通じて、あじさいの維
持管理（草刈り・剪定時等）に
おいて、里親に書面で通知
し、状況に応じて個別に登録
者の意見・要望を伺ってい
る。

各種イベント時（あじさいまつ
り等）にPRを行い、広く周知
を行っていくこと。

6 都市整備課

○自然に親しめる
水辺環境の保全に
努める。

○市街化調整区域
内における河川・水
路の改修について
は、環境にやさしい
多自然型水路な
ど、生態系に配慮
した整備に努める。

○環境学習や体験
学習により生き物
や自然に親しめる
ホタル公園の整備
を行う。

○水路について
は、通水が一時断
水時に、生物が生
息できる環境を確
保できるよう検討す
る。

○水路護岸工事を行う際に、
周辺の環境に合わせた構造
を採用し、生物にも配慮し
た。

○水路護岸工事を行う際
に、周辺の環境に合わせた
構造を検討する中で、多自
然型水路の整備の検討や、
自然に親しめる水辺環境の
保全に努める。

7 環境課

○「ホタルの里づく
り研究会」への助
成を行うとともに、
ホタルの餌であるカ
ワニナの養殖・研
究等に対する事業
支援を図る。

ホタルの里づくり研究会が活
動休止となっているため、現
状維持に努めた。

引続き研究会の事業・研究
等の支援を継続する。
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方針３
生き物の

生育環境を
守り育てよう

5

ホタル生息地を創出す
る。

 （平成27年度 6箇所 →
平成36年度 8箇所）

環境課 6 6 6 6

方針２
周辺環境、自

然に配慮したま
ちづくりを進め

よう

A6 6

A A

B

D

C C C C C

○ホタルの里づくり研究会の
活動再開

○生息地の拡大に向けた取
り組み。

○保全に対する近隣住民の
理解や協力。

6 6

ホタルの里づくり研究会が活
動休止となっているため、現状
の把握に努めた。

A Ａ C6
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6

家庭系ごみ住民１人、１
日あたりのごみの排出量
を5％削減する。

(平成27年度 707ｇ →
平成36年度 672ｇ)

従前の目標値
(平成27年度 678ｇ →
平成36年度 644ｇ)

環境課 687 682 672 678 654 633 624 600 600

ごみの分別について、転入者に
対してカレンダーやごみの分別早
見表を用いて周知した。

※R1：H27に遡って数値を見直し
（算定人口の基準日を変更し、閏
年を加味したことによる）

A Ａ A C A A A A

目標値は達成したが、引き
続きごみ削減と分別の徹底
を促進する。
生活様式の変化でごみ量は
減少傾向にある。さらに排出
量を減らすための周知を
行っていく。

7

ごみの資源化率を40％以
上にする。

(平成27年度 32％ →
平成36年度40％以上)

従前の目標値
(平成27年度 30％ →
平成36年度 40％以上）

環境課 31 31 31 31 31 30 32 31 31

ごみの分別方法等について、
町民カレンダーに掲載し、周
知した。
転入者には、分別早見表と合
わせごみ、資源ごみ等の出し
方を周知した。

※R1：H27に遡って数値を見
直し（算定人口の基準日を変
更し、閏年を加味したことによ
る）

B Ｂ B B B C B B

分別の徹底が不十分。
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方針１
ごみの減量化
とリユース、
リサイクルを

進めよう

A

8 環境課

○ごみの減量化と
資源化を推進する
ため、町民のごみ
問題への関心を高
め、ごみの発生抑
制（リフューズ、リ
デュース、リユー
ス）、再使用、再利
用（リサイクル）を
推進する。

○環境への負荷を
低減し、持続可能
な循環型社会を構
築するため、ごみ
大幅削減計画を策
定し、ごみの減量
化図るための取組
みを推進する。

○生ごみ堆肥を公
共施設で積極的に
活用するとともに、
農業への利活用を
促進する。

○ごみの分別ルー
ルの徹底、不用品
の再利用の推進な
ど、ごみの資源化
を進める。

○ごみの減量化・
資源化を推進する
ため、開成町グ
リーンリサイクルセ
ンターの利用を促
進する。

○幼稚園・小学校・
中学校における給
食の生ごみを分
別・収集し、堆肥化
を継続する。

○各団体が実施す
る資源集団回収を
奨励する。

○広報等によりごみの減量と
ごみ分別を徹底するよう意識
づけした。

○町民カレンダー等でルー
ルを明示し、転入者等には
転入手続時に個別に説明を
行った。

○剪定枝等の処分につい
て、グリーンリサイクルセン
ターの活用を促した。

○幼小中における給食の生
ごみの一部を分別・収集し、
堆肥化を継続した。

○資源の集団回収を普及す
るため奨励金を支出した。

〇ごみの分別を強化するた
め、ごみ分別辞典「ごみサ
ク」を活用した。

〇ペットボトルの水平リサイ
クルを実施するため、サント
リーと協定を締結し、ペットボ
トルの水平リサイクルを促進
した。

〇リユース活動の促進に向
け、ジモティーと協定を締結
し、家庭から出る、また、使え
る資源のリサイクルを促進し
た。

A

0 0 9,515 9,492 10,610

７月と３月に自治会や企業等
と協働してかいせいクリーン
デーを実施した。

○ごみの排出削減は進んで
いる。資源化率をさらに増加
させるため、分別の徹底と新
たな分別方法の検討が必
要。

○食品ロスに関しては、排出
原因に焦点をあてた施策を
展開することが重要だが、一
方で不買運動につながるリ
スクもあることから、慎重に
事業者や消費者の動向を注
視する必要がある。

○子ども会の解散が相次
ぎ、資源の集団回収の担い
手が減少してしいる。子ども
たちの環境教育の場につい
て新たな方策を検討する必
要がある。

B
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方針２
環境美化を

進めよう
8

美化活動（かいせいクリー
ンデーなど）への参加者
数を５％アップする。

（平成27年度 9,331人 →
平成36年度 9,800人）

環境課 9,782 10,141 5,406

○クリーンデーについては、
夏、春ともに実施した。（近年
の猛暑を考慮し、令和７年度
の夏のクリーンデー開催時
期を秋へ移行した。）

○不法投棄については、日
常業務中の見回りや、自治
会や県と連携し、パトロール
を実施した。

○環境美化推進委員による
担当自治会のパトロールに
より、ルールを守らないごみ
の持ち帰り啓発を行い、不法
投棄の早期の発見・対処が
できた。

○ペット等の適正管理に関
する苦情は、町による注意や
啓発活動等を実施し、モラル
向上や環境改善を図ってい
る。

A

○次年度も引き続き、協力
依頼、広報、啓発を実施して
いく。

○クリーンデーについては、
町内事業所も地域住民の方
と同様に参加できるような促
しが必要。

B A

次年度のクリーンデーに向
けても同様に協力依頼を継
続して実施し、参加者の増
加を図る。
事業所と地域の協働を図り、
事業所が自治会の清掃活動
に参加するよう促す。

9 環境課

○協働による環境
美化活動の推進
①環境美化につい
ての関心と理解を
深めるとともに、積
極的に環境美化に
関する活動を行う
意欲を高めるた
め、「かいせいク
リーンデー」を実施
する。
②環境教育の一環
として、小中学生に
よる環境美化活動
を推進する。
③開成町きれいな
まちをつくる条例に
基づき、町民や事
業者、行政が一体
となって、清潔で美
しいまちづくりの実
現を図る。
④広報紙やホーム
ページを活用し、か
いせいクリーンデー
の参加促進を図
る。
⑤環境美化推進協
議会の協力によ
り、不法投棄防止
のための啓発やパ
トロールを強化す
る。
⑥自治会や地域住
民等の地域美化活
動に対する支援の
充実を図る。

○環境美化意識の
向上
①開成町きれいな
まちをつくる条例の
ＰＲ活動を通じて、
環境美化への理解
と行動を促進する。
②ごみのポイ捨て
や落書きなどを防
止するため、環境
美化意識の向上を
図る。
③犬や猫などの
ペットの飼い主のマ
ナー向上を図る。

A Ａ B D A10,610 D B

3



様式1　数値目標・個別政策　　　　　令和６年度 環境基本計画進捗状況点検調書　　行政の取組み

担当課

29 30 1 2 3 4 5 6 達成状況（数値） 取組状況 29 30 1 2 3 4 5 6 取組状況
今後の課題 担当課 行政の取組み

令和６度  年間
今後の課題

評価

基本目標
取組みの

方針

数値目標 個別の取組み

達成目標
過去の達成状況 令和６度  年間

評価
過去の評価

10 都市整備課

○協働による環境
美化活動の推進
地域住民との協働
により道路、河川、
公園の草刈などを
行うなど、美しい公
共空間の維持に努
める。

シルバー人材センターと派遣
業務契約を締結し、迅速な対
応がとれる体制を築き、良好
な維持管理に努めた。また、
有償ボランティア活動によ
る、水路内の清掃及び堆積
土の撤去を実施し、適切な水
路機能の確保に努めた。

継続して実施する。

0 0 9,515 9,492 10,610

７月と３月に自治会や企業等
と協働してかいせいクリーン
デーを実施した。

２
　
生
活
か
ら
の
環
境
負
荷
軽
減

～
環
境
に
負
荷
を
か
け
な
い
生
活
を
心
が
け
よ
う
～

方針２
環境美化を

進めよう
8

美化活動（かいせいクリー
ンデーなど）への参加者
数を５％アップする。

（平成27年度 9,331人 →
平成36年度 9,800人）

環境課 9,782 10,141 5,406

○クリーンデーについては、
夏、春ともに実施した。（近年
の猛暑を考慮し、令和７年度
の夏のクリーンデー開催時
期を秋へ移行した。）

○不法投棄については、日
常業務中の見回りや、自治
会や県と連携し、パトロール
を実施した。

○環境美化推進委員による
担当自治会のパトロールに
より、ルールを守らないごみ
の持ち帰り啓発を行い、不法
投棄の早期の発見・対処が
できた。

○ペット等の適正管理に関
する苦情は、町による注意や
啓発活動等を実施し、モラル
向上や環境改善を図ってい
る。

A

○次年度も引き続き、協力
依頼、広報、啓発を実施して
いく。

○クリーンデーについては、
町内事業所も地域住民の方
と同様に参加できるような促
しが必要。

B

B A

次年度のクリーンデーに向
けても同様に協力依頼を継
続して実施し、参加者の増
加を図る。
事業所と地域の協働を図り、
事業所が自治会の清掃活動
に参加するよう促す。

9 環境課

○協働による環境
美化活動の推進
①環境美化につい
ての関心と理解を
深めるとともに、積
極的に環境美化に
関する活動を行う
意欲を高めるた
め、「かいせいク
リーンデー」を実施
する。
②環境教育の一環
として、小中学生に
よる環境美化活動
を推進する。
③開成町きれいな
まちをつくる条例に
基づき、町民や事
業者、行政が一体
となって、清潔で美
しいまちづくりの実
現を図る。
④広報紙やホーム
ページを活用し、か
いせいクリーンデー
の参加促進を図
る。
⑤環境美化推進協
議会の協力によ
り、不法投棄防止
のための啓発やパ
トロールを強化す
る。
⑥自治会や地域住
民等の地域美化活
動に対する支援の
充実を図る。

○環境美化意識の
向上
①開成町きれいな
まちをつくる条例の
ＰＲ活動を通じて、
環境美化への理解
と行動を促進する。
②ごみのポイ捨て
や落書きなどを防
止するため、環境
美化意識の向上を
図る。
③犬や猫などの
ペットの飼い主のマ
ナー向上を図る。

A Ａ B D A10,610 D B
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様式1　数値目標・個別政策　　　　　令和６年度 環境基本計画進捗状況点検調書　　行政の取組み

担当課

29 30 1 2 3 4 5 6 達成状況（数値） 取組状況 29 30 1 2 3 4 5 6 取組状況
今後の課題 担当課 行政の取組み

令和６度  年間
今後の課題

評価

基本目標
取組みの

方針

数値目標 個別の取組み

達成目標
過去の達成状況 令和６度  年間

評価
過去の評価

2 2 3 1

　
２
　
生
活
か
ら
の
環
境
負
荷
軽
減

 
　
　
 

～
環
境
に
負
荷
を
か
け
な
い
生
活
を
心
が
け
よ
う
～

方針３
安全に暮らせ
る生活環境を

守ろう

9

騒音等による苦情件数を
増加させない。

（平成27年度 2件 →
 平成36年度 2件）

環境課 2 環境課

○大気汚染の改善
を図るため、電気
自動車（ＥＶ）などの
環境性能に優れた
低公害車の導入を
促進するとともに、
エコドライブを推進
する。

○産業活動による
公害の発生を防止
するため、県と連携
し、町内の工場や
事業所への指導を
行う。

○県と連携し、建築
物の解体に伴うア
スベストの飛散防
止を推進するととも
に、アスベストに関
する正確な情報の
提供に努める。

○放射能汚染が危
惧されるときは、迅
速に測定、公表す
る。

○屋外燃焼行為禁
止の正しい情報提
供を行うとともに、
剪定枝、草につい
ては開成町グリー
ンリサイクルセン
ターの利用を促
す。

○工場・事業所な
どから公害の発生
を未然に防ぐため、
県・町環境保全推
進連絡会と協力し
て自主管理体制の
充実を促す。

○公害については、工場や事
業所への指導権限のある県と
情報共有に努めたが、案件が
なかった。

○アスベストの飛散防止や放射
能汚染については、指導権限
のある県と情報共有・知識研鑽
に努めたが、案件がなかった。

○屋外燃焼行為については、
農家以外の行為や、農家であっ
ても炎が上がる事例について
は、中止を要請した。また、広報
等でグリーンリサイクルセンター
の利用促進を実施した。

○河川の水質調査を１回実施し
た。

A

〇今後も継続して、県や関
係団体との連携を強化し、公
害の発生の抑止と発生した
場合の早期対処が可能な体
制の構築に努める。

A A A A

騒音に関する苦情は、町で
は権限がないため県の対応
になるが、法令に違反しない
部分についての対応が難し
い。

111

工場、事業所に対する騒音等
の法的規制の対応は県の権
限となるため、連携して対応し
た。法令に違反しない部分に
ついては、県に相談し一般苦
情として当事者同士での解決
が図れるよう、町として対応で
きる部分について対応した。

A Ａ A A2 2 A1

5



様式1　数値目標・個別政策　　　　　令和６年度 環境基本計画進捗状況点検調書　　行政の取組み

担当課

29 30 1 2 3 4 5 6 達成状況（数値） 取組状況 29 30 1 2 3 4 5 6 取組状況
今後の課題 担当課 行政の取組み

令和６度  年間
今後の課題

評価

基本目標
取組みの

方針

数値目標 個別の取組み

達成目標
過去の達成状況 令和６度  年間

評価
過去の評価

10

「デコ活」やその他の地球
温暖化防止活動を推進す
る事業者数を増やす。
※「COOL CHOICE」は、
「デコ活」へ移行

（平成27年度 10事業所
→ 平成36年度 19事業
所）

環境課 10 10 10 10 10 10 24 30 30

○ゼロカーボンシティ創成
パートナー企業協定を６件締
結し、協力体制づくりを行っ
た。

D Ｄ D D D D B A

○事業者個々の取組では規
模が小さいため、事業者間
や行政との連携により、機運
が高まりやすい環境を作る
必要がある。

13 環境課

○新エネルギーの
利活用の推進
　開成町あじさい公
園に設置した小水
力発電の環境教育
での利活用を促進
する。

教育委員会主催のあじさい
講座に併せて小水力発電に
ついて説明をした。

〇町内及び近隣市町等の身
近な自然エネルギー資源を
活用した講座の企画・開催

14 地域防災課

○気候変動に適応
できるまちづくりの
推進
　地域防災計画に
基づき、気候変動
によって、増える傾
向のある台風やゲ
リラ豪雨などの 水
害には、ハード、ソ
フト一体となった総
合的な取組みを推
進する。

浸水する可能性がある場所
のウェアラブルカメラによる
情報共有を「図り水害の未然
防止に努めた。また、台風や
ゲリラ豪雨時の水路及び水
門管理を水門管理人や右岸
土地改良区との連絡体制を
確立する必要がある。

日頃から台風やゲリラ豪雨
時の情報を横浜気象台等と
情報共有し、早期の段階で
の周知啓発を行う必要があ
る。

３
　
地
球
環
境
と
の
共
生

～
次
の
世
代
に
美
し
い
地
球
環
境
を
引
き
継
ご
う
～

方針１
限りあるエネル
ギーを大切に
使い、地球温

暖化を防止しよ
う

A

12 環境課 A

○ZEH補助金の積極的な活
用をハウスビルダーの理解
を得て周知する必要がある。

○住宅を新築する予定があ
る町民の意識と補助制度の
認知度を高める必要があ
る。

11

ゼロエネルギーハウス（Ｚ
ＥＨ）に対する補助を毎年

3件以上行う。

（平成27年度 0件 →
 平成36年度 27件）

環境課 2 5 3 A5 A A

○全国的に地球温暖化への
備えが深刻化する中で、ZEH
補助金の積極的な活用をハ
ウスビルダーの理解を得て
周知する必要がある。

○ZEH住宅の義務化（2020
年度）が先送りされたが、住
宅を新築する予定がある町
民の意識を高める必要があ
る。

○利便性の高い国の別補助
金に利用者が流れてしまっ
た。

B

A

A A

○温室効果ガス排
出量の抑制
①地球温暖化防止
実行計画を見直
し、公共施設にお
ける省エネルギー
に取組む。
②温室効果ガスの
排出量を削減する
ため、環境性能に
優れた電気自動車
（ＥＶ）の普及を促
進するとともに、公
用車へのＥＶの導
入を検討する。
③家庭や事業所で
実践できる省エネ
ルギーの事例紹介
を行う。
④省エネ家計簿の
普及やマイバック
運動の推進に努め
る。
⑤「デコ活」の普及
を通じて、すべての
主体の自主的な環
境配慮活動を促進
する。　※マイエコ
10宣言は、デコ活
へ移行
⑥公共施設におけ
る節電対策を積極
的に進めるととも
に、町民や企業に
対してホームペー
ジや広報誌などを
活用し、節電の必
要性や節電のメ
ニューの周知を図
る。

○新エネルギーの
利活用の推進
①ゼロエネルギー
ハウス（ＺＥＨ）の設
置費補助を実施
し、ゼロエネルギー
ハウス（ＺＥＨ）の設
置を促進する。
②公共施設の整備
にあたっては、太陽
光発電などの新エ
ネルギーの導入に
努める。
③新エネルギーの
一般利用を目的と
した研究を進め、企
業や町民に対して
省エネルギー意識
や創エネルギー意
識の普及・啓発に
努める。

〇令和５年度に改定した地
球温暖化対策実行計画（事
務事業編）に基づき、進行管
理を行った。また、地球温暖
化対策実行計画（区域施策
編）に基づき、ゼロカーボン
シティ創成パートナー企業と
の協働により町民・事業者向
けの環境講座や太陽光導入
にかかる講座を実施した。

○EV公用車が導入されてお
り、公務の中で活用されてい
る。

○デコ活の普及を行った。

○ZEHに対する補助を行っ
た。

B Ａ B A8 11 5 15 5

○ゼロカーボンシティ創成補
助制度により、ZEHやEV等の
補助を行った。国の重点対策
加速化事業を活用。

※先の数値は、ＺＥＨ，ＺＥＨ
＋、ＬＣＣＭ住宅への補助の合
計値
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様式1　数値目標・個別政策　　　　　令和６年度 環境基本計画進捗状況点検調書　　行政の取組み

担当課

29 30 1 2 3 4 5 6 達成状況（数値） 取組状況 29 30 1 2 3 4 5 6 取組状況
今後の課題 担当課 行政の取組み

令和６度  年間
今後の課題

評価

基本目標
取組みの

方針

数値目標 個別の取組み

達成目標
過去の達成状況 令和６度  年間

評価
過去の評価

187

16 環境課

〇自転車利用の促
進
①商業の活性化を
図るため、足柄上
商工会と連携した
レンタサイクルの取
組みを推進する。
②「自転車の駅」の
PR の促進及び有
効活用を検討す
る。

〇町内２か所（水辺スポーツ
公園、瀬戸屋敷）を自転車の
駅として町ホームページにお
いて周知した。

○県の進める未病対策事業
や健康志向で自転車の有効
性が注目される中、エコロ
ジーの観点での自転車の活
用を検討する必要がある。

17 都市整備課

〇自転車利用環境
の整備
自転車利用を促進
するため、自転車
走行空間のネット
ワーク化を検討す
る。

〇公共工事等にお
ける環境に配慮し
た計画・工法・資材
等の導入に努め
る。

○歩行者自転車道を含む幹
線道路の整備の予定はなく、
令和6年度についても整備は
していないが、道路整備を行
う際や、道路構造物の維持
修繕を行う際は、自転車等
の通行者が快適に走行でき
るよう考慮した。

○公共工事における資材は
再生資材を基本に使用した。

○駅前通り線周辺地区土地
区画整理事業により、整備
する幹線道路では、自転車
等の快適な通行に考慮する
必要がある。

○公共工事における資材は
再生資材を基本に使用する
ように努めていく。

３
　
地
球
環
境
と
の
共
生

～
次
の
世
代
に
美
し
い
地
球
環
境
を
引
き
継
ご
う
～

方針２
環境負荷の少
ないまちづくり

を進めよう

12

自転車の安全な乗り方教
室の参加者数を 5％増や
す。

(平成 27 年度 187 人 →
 平成 36 年度 196 人)

地域防災課

15 地域防災課

〇自転車利用の促
進
①自転車を利用し
やすい環境づくりを
進めるため、子ども
の自転車の安全な
乗り方教室を開催
する。
②自転車の安全利
用を促進するた
め、小学生を対象
とした自転車運転
免許制度を実施す
る。
③自転車・歩行者
キャンペーンを通じ
て、近距離の移動
における自転車利
用を促進する。
④自転車の安全利
用を促すため、利
用ルールの徹底や
マナーの向上を図
る。
 
〇自転車利用環境
の整備
①開成駅周辺の自
転車利用者の増加
に対応するため、
駐輪場の確保に努
める。
②自転車の乗り方
を習得するための
練習所や自転車で
の走行を楽しむこと
ができる場所の 確
保に努める。

〇自転車利用の促進
①②町内小学校４年生を対
象に自転車運転免許講習を
実施した。
③④マックスバリュ開成店周
辺で街頭指導（啓発チラシ・
物品の配布）を行った。

○自転車利用環境の整備
①駅前に３箇所の駐輪場が
設置されている（町営の開成
第１駐輪場と小田急電鉄が
設置している自転車等駐輪
場が２箇所）。
指定管理者との定期的な報
告会を実施し利用者の利便
性に配慮した。

A

D B B A B

〇交通安全教室を小学生だ
けでなく、幅広い年代に対し
て実施することを検討する。

B205

○開成・開成南小学校４年
生を対象に自転車運転免
許講習を実施。

○開成駅周辺で自転車の
乗り方街頭指導を実施。

〇安全に乗るためのヘル
メット着用促進事業を実
施。

A

D

C

○引き続き、交通安全教室
等を実施し、交通事故発生
件数の抑止に努める。
○継続的に指定管理者との
定期的な報告会を実施し利
用者の利便性に配慮する。

Ｂ A187196 197 201 0 389 191
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様式1　数値目標・個別政策　　　　　令和６年度 環境基本計画進捗状況点検調書　　行政の取組み

担当課

29 30 1 2 3 4 5 6 達成状況（数値） 取組状況 29 30 1 2 3 4 5 6 取組状況
今後の課題 担当課 行政の取組み

令和６度  年間
今後の課題

評価

基本目標
取組みの

方針

数値目標 個別の取組み

達成目標
過去の達成状況 令和６度  年間

評価
過去の評価

13

環境学習会等（セミナー、
環境フェア、環境講演会
等）の開催回数を増や
す。

 （平成 27 年度 1 回 →
平成 36 年度 5 回）

環境課 3 3 2 0 0 5 5 8 8

〇あじさい講座
〇２市８町環境教室（２回）
〇ジュニアサマースクール
〇ゼロカーボンシティ創成
パートナー企業と協働で環境
教室を開催。
〇かいせいスポレク、かいせ
い文化祭、かいせい町民フェ
スタの各イベントのおいて環境
コーナーを設置。

B Ｂ B D D A A A

住民のニーズに合った学習
の機会の提供が必要。

14

環境美化推進協議会委
員の研修・交流回数を増
やす。

   （平成 27 年度 2 回 →
 平成 36 年度 3 回）

環境課 3 3 3 0 1 3 3 3 3

会議２回（４月、１月）環境施設
の視察を１回実施した。

A Ａ A D C A A A

開成町の環境美化への理解
が深まるよう、近隣市町のご
み処理施設の見学会などを
継続していく必要がある。

15

「町民の自主保全活動」
への行政働きかけ件数を
増やす。

 （平成27年度 1件/月 →
 平成36年度 5件/月）

環境課 1 1 1 1 1 1 1 1 1

省エネ家計簿の活用につい
て、町ホームページを通じて周
知した。

C C C C C C C C

○粗大ごみの申し込みや転
入手続きに来庁した方に、
省エネ家計簿やエコドライ
ブ、グリーンリサイクルセン
ターの利用について積極的
なPRを行う必要がある。

○省エネ家計簿の活用状況
について把握する手段がな
い。

16

町民環境調査（水質、廃
棄物）や環境実践チャレ
ンジ等の参加人数を増や
す。

 （平成27年度 0人 →
 平成36年度 144人）

環境課 0 0 0 0 0 0 0 0 0

開成町環境基本計画（2025～
2032）の策定にあたって、生物
調査を事業者が行った。

D Ｄ D D D D D D

調査のニーズが生じたときに
実施する。

方針３
あらゆる人・企
業・団体が参画
する取組みにし

よう

17

環境フェア、町民環境調
査、省エネ家計簿など、
町が開催する事業への参
加者数を増や す。

（平成 27 年度 360 人 →
 平成 36 年度 500 人）

環境課 361 661 40 0 0 1,500 54 265 265

ジュニアサマースクール、環境
美化推進委員の足柄西部清
掃組合見学、２市８町合同開
催のプラごみ環境教室、ゼロ
カーボンシティ創成パートナー
企業で環境教室等各種イベン
トなどを実施した。

B Ａ C D D A B B

住民を対象にしたイベントな
どで、ごみ削減、生ごみの減
量等を行なっていく必要があ
る。
環境フェアは単独事業として
の集客が難しい。

20 環境課

〇町民との協働によ
るまちづくりを図るた
め、町民とのコミュニ
ケーションの充実を
図り、町民ニーズの
施策への反映を図る
とともに、企業やNPO
など民間団体の活動
と連携・協力を進め
る。また、行政との協
働事業への町民参加
を積極的に進める。

〇幅広い世代の町民
が参加できるイベント
等を企画し、環境に
関心を持つ住民の裾
野を広げる。

〇自治会・環境美化
推進協議会委員・企
業・行政などが相互
に交流できる機会の
創出に努める。

〇環境政策への町民
参加を促進するた
め、環境審議会委員
への一般公募を推進
する。

○クリーンデーを夏、春実施
することで、幅広い世代が環
境美化に関心を持つ機会を
提供した。

〇環境美化推進協議会など
を通して、自治会とのコミュニ
ケーションを図っている。

○環境基本計画（2025～
2032）の策定にあたり、一般
町民を公募し、環境審議会を
３回開催した。

○住民を対象にしたイベント
などで、ごみ削減、生ごみ処
理器の宣伝等を行なっていく
必要がある。

４
　
行
政
・
企
業
・
住
民
一
体
の
環
境
ま
ち
づ
く
り

～
長
い
目

、
広
い
視
野
で
と
も
に
積
極
的
に
取
組
も
う
～

方針１
環境に対する
知識・情報を身

に付けよう

A

18 環境課

〇子どもを対象に
した環境教育の充
実を図るとともに、
幼児から大人ま
で、各世代の学習
ニ ーズに応じた環
境学習の企画・実
施に努める。

〇環境美化意識の
向上を図るため、
町民を対象とした
環境に関する学習
会、環境講演会、
見 学会や自然体
験会などを開催す
る。

〇町民や自治会、
民間の環境団体な
どを対象とした環境
学習の場の提供や
学習のための支援
を行う。

○小学生の夏休みに合わせて
開催しているジュニアサマース
クールにおいて、自然エネル
ギーの活用の環境学習の場を
設けた。また、ゼロカーボンシ
ティ創成パートナー企業と協働
で環境教室を開催した。

○環境美化推進協議会で環境
施設（足柄西部清掃組合）の視
察を実施した。

〇かいせい文化祭、かいせい
町民フェスタにあわせてゼロ
カーボンシティ創成企業と合同
で環境展を開催した。

A

D

B B

○環境フェアの毎年開催は
集客面から難しい。他の課
のイベントとあわせて開催を
検討する。

A

方針２
自主的な環境
保全活動を進

めよう。

C

19 環境課

〇省エネ家計簿の
利用促進を図るた
め、町ホームペー
ジを通じて周知す
る。

〇地域の環境活動
に関する情報を提
供し、環境保全活
動を推進する。

〇町民環境調査を
継続的に実施す
る。

○省エネ家計簿の活用につ
いて町ホームページを通じて
周知を行った。

○環境美化推進協議会の会
議を通じて、各自治会の美化
活動について情報を共有を
行った。

〇開成町環境基本計画
（2025～2032）の策定にあ
たって、町民、事業者にアン
ケート調査を実施した。

C

○粗大ごみの申し込みや転
入手続きに来庁した方に、
省エネ家計簿やエコドライ
ブ、グリーンリサイクルセン
ターの利用について積極的
なPRを行う必要がある。

○省エネ家計簿の活用状況
について把握する手段がな
い。
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